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ア ジ ア 教 育 学 会 第 1 6 回 大 会  発 表 要 旨  
 

第 1 分 科 会  

北京在住の朝鮮族における民族文化伝承 
キ ー ワ ー ド ： 民 族 文 化 伝 承 ／ 非 伝 統 的 居 住 区 ／ 人 口 移 動  

 

李 俐穎（早稲田大学大学院生） 

 

中 国 朝 鮮 族 は 元 々 朝 鮮 半 島 か ら の 移 民 で あ り 、 1 9 9 0 年 代 ま で は 主 に 東 北 三 省 に 居

住 し 、 主 に 朝 鮮 族 独 自 の 村 落 を 形 成 し て 、 稲 作 を 中 心 と し て 農 業 を し な が ら 生 活 し

て い た 。 し か し 、 1 9 8 0 年 代 に 始 ま っ た 中 国 の 改 革 開 放 政 策 に よ っ て 国 内 移 動 の 規 制

が 緩 和 さ れ 、 労 働 力 、 人 口 の 移 動 が 自 由 に 行 わ れ る よ う に な っ た 。 こ の よ う な 時 代

背 景 の 変 化 と 1 9 9 2 年 中 韓 両 国 の 国 交 樹 立 と い う 要 素 も あ っ て 、朝 鮮 族 は 自 治 地 方 と 、

全 体 的 に 多 く 居 住 す る 東 北 地 方 か ら 、 非 伝 統 的 居 住 区 で あ る 山 東 省 の 沿 海 都 市 、 北

京 、 天 津 、 上 海 の 三 つ の 直 轄 市 、 珠 江 デ ル タ の 都 市 、 さ ら に 韓 国 に 進 出 し 、 新 た な

居 住 区 を 形 成 し て い る 。  

朝 鮮 族 人 口 の 大 規 模 な 都 市 進 出 は 、 民 族 の 全 体 的 な 資 質 を 急 速 に 高 め 、 朝 鮮 族 の

生 産 、 ラ イ フ ス タ イ ル 、 価 値 観 に も 深 刻 な 変 化 を も た ら し た 。 し か し 、 民 族 自 治 地

方 と 伝 統 的 居 住 区 の 民 族 構 成 に も 影 響 を 及 ぼ し て お り 、 現 在 の 民 族 文 化 伝 承 及 び 次

世 代 へ の 民 族 文 化 教 育 に も 衝 撃 を 与 え て い る 。  

本 研 究 で は 、 改 革 開 放 政 策 実 施 後 、 北 京 に 移 動 し た 朝 鮮 族 の 移 動 先 で の 民 族 文 化

伝 承 の 実 態 を 文 献 調 査 及 び 北 京 在 住 朝 鮮 族 へ の 聞 き 取 り 調 査 を も と に 考 察 す る 。  

 

植 民 地 朝 鮮 の 嘱 託 教 員 に つ い て の 考 察  

―公 立 普 通 学 校 に お け る 動 向 と 位 置―  
キ ー ワ ー ド ： 植 民 地 朝 鮮 ／ 嘱 託 教 員 ／ 公 立 普 通 学 校  

 

蓮 池  重 代 （ 筑 波 大 学 大 学 院 生 ）  

 

植 民 地 朝 鮮 の 公 立 普 通 学 校 の 教 員 の 中 に は 、 訓 導 の 外 に 、 嘱 託 教 員 と し て 勤 務 す

る 者 が い た 。 植 民 地 朝 鮮 の 教 員 政 策 に 関 す る 先 行 研 究 に よ れ ば 、 嘱 託 教 員 制 度 は 、

人 件 費 削 減 の 観 点 か ら の 活 用 、 教 員 組 織 の 補 充 機 能 と し て の 役 割 を 占 め て い た と 考

え ら れ る が 、 そ の 具 体 的 な 内 容 に つ い て は 、 検 討 の 余 地 が 少 な く な い 。  

本 研 究 で は 、 植 民 地 朝 鮮 の 公 立 普 通 学 校 に 焦 点 を あ て て 、 嘱 託 教 員 制 度 の 動 向 と

嘱 託 教 員 の 位 置 に つ い て 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。 教 員 養 成 機 関 、 日 本 人 教

員 招 聘 、 教 員 試 験 制 度 を 通 し て 、 公 立 普 通 学 校 の 有 資 格 教 員 を 確 保 し よ う と し た 朝

鮮 総 督 府 の 教 員 政 策 に お い て 、 嘱 託 教 員 制 度 は ど の よ う な 政 策 的 位 置 づ け に あ っ た

の か 、 ま た 、 ど の よ う な 機 能 を 果 た し 、 教 員 政 策 全 体 に い か な る 影 響 を 与 え た か に

つ い て 考 察 を 行 う 。  

さ ら に 、 『 職 員 録 』 や 『 学 校 史 』 を 手 が か り に 嘱 託 教 員 の 経 歴 と そ の 傾 向 を 把 握

し 、 各 種 新 聞 記 事 の 分 析 を 通 し て 嘱 託 教 員 制 度 の 運 営 に つ い て 検 討 す る 。 以 上 の よ

う に 、 本 研 究 で は 嘱 託 教 員 と い う 周 縁 か ら 朝 鮮 総 督 府 の 教 員 政 策 の 性 格 を 明 ら か に

す る こ と を 目 的 と す る 。  
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大 正 ・ 昭 和 戦 前 期 の 中 等 教 育 機 関 と 朝 鮮 人 「 留 学 生 」  
キ ー ワ ー ド ： 中 等 教 育 機 関 ／ 朝 鮮 人 ／ 「 留 学 生 」  

 

佐 藤  由 美 （ 専 修 大 学 ）  

 

本 発 表 は 大 正 ・ 昭 和 戦 前 期 の 中 等 教 育 機 関 と 朝 鮮 人 「 留 学 生 」 の 関 係 の 一 端 を 明

ら か に す る こ と を 目 的 と し て い る 。 戦 前 期 東 ア ジ ア か ら の 留 学 生 研 究 は 高 等 ・ 専 門

教 育 機 関 を 中 心 に 盛 ん に 行 わ れ て お り 、 そ こ に は 日 本 統 治 下 の 台 湾 や 朝 鮮 か ら 「 内

地 」 に 進 学 し た 「 留 学 生 」 も 含 ま れ て い る 。 高 等 ・ 専 門 教 育 機 関 を 対 象 に し た 研 究

で は 見 え づ ら い が 、 彼 ら の な か に は 既 に 中 等 教 育 機 関 か ら 「 内 地 」 の 学 校 に 在 籍 し

て い た 者 が 少 な く な い 。 ま た 、 中 等 教 育 機 関 の な か に は こ う し た 「 留 学 生 」 を 積 極

的 に 受 け 入 れ て い た 学 校 が あ っ た 。  

発 表 者 は こ れ ま で 朝 鮮 人 生 徒 が 多 く 在 籍 し た 東 京 、京 都 、広 島 、岡 山 の 中 学 校 や 、

東 京 、 愛 知 、 大 阪 の 実 業 学 校 の 数 校 を 取 り 上 げ 、 部 分 的 な 考 察 を 行 っ て き た が 、 本

発 表 で は そ れ ら を 整 理 し 、 ど の よ う な 中 等 教 育 機 関 が 彼 ら を 受 け 入 れ た の か 、 時 期

的 に ど の よ う な 変 化 が あ っ た の か を 俯 瞰 的 に 捉 え た い と 考 え て い る 。  

さ ら に 、 留 学 経 験 者 の イ ン タ ビ ュ ー 記 録 等 を 読 み 直 し 、 進 学 に 際 し ど の よ う な ル

ー ト が あ っ た の か 、 ど の よ う に 自 ら の 進 路 を 開 拓 し た の か を 考 察 に 加 え 、 中 等 教 育

機 関 と 朝 鮮 人 「 留 学 生 」 の 関 係 に 迫 り た い 。  

 

 

第 2 分 科 会  

中華民国期の社会教育は民衆に何を教えたか？ 

―社会教育の教科書に対する内容分析から― 
キ ー ワ ー ド ： 社 会 教 育 ／ 中 華 民 国 期 ／ 教 科 書 分 析  

 

万  静 嫻 （ 早 稲 田 大 学 大 学 院 生 ）  

 

2 0 世 紀 に お い て 「 内 憂 外 患 」 に 追 い 込 ま れ た 中 国 は 救 国 救 亡 の た め 近 代 化 に 向 か

い 始 め 、そ の 一 環 と し て の 近 代 国 家 に 相 応 し い 国 民 の 形 成 は 、緊 急 の 課 題 で あ っ た 。

1 9 2 8 年 、 南 京 国 民 政 府 は 「 民 衆 教 育 案 」 を 公 布 し 、 民 衆 教 育 館 で は 「 無 知 蒙 昧 」 の

民 衆 に 対 す る 教 育 ・ 教 化 が 本 格 的 に 進 め ら れ て い っ た 。  

中 華 民 国 期 の 社 会 教 育 に 関 す る 先 行 研 究 は 、 民 衆 教 育 館 と い う 社 会 教 育 施 設 に つ

い て の 研 究 が 主 流 で あ っ た 。 こ れ ら の 研 究 は 、 民 衆 教 育 館 の 内 部 統 制 や 事 業 に 重 点

を 置 い て 論 じ て い た 。 一 方 、 具 体 的 に ど の よ う な 教 科 書 を 使 っ て 、 い か な る 知 識 や

技 能 を 民 衆 に 伝 達 し た の か と い う 教 育 内 容 に 対 す る 検 討 は 、 こ れ ま で 不 十 分 で あ っ

た と い え よ う 。  

教 科 書 は 、国 家 が 要 求 す る 社 会 や 個 人 像 の 創 出 と い う 目 標 を 反 映 す る も の で あ り 、

中 華 民 国 期 に 展 開 さ れ た 社 会 教 育 の 性 格 を 理 解 す る た め に 、 そ の 検 証 は 不 可 欠 で あ

る 。 本 研 究 で は 、 中 華 民 国 期 に 民 衆 教 育 館 な ど で 使 用 さ れ て い た 社 会 教 育 の 教 科 書

を 分 析 し 、 当 時 の 社 会 教 育 は 民 衆 に 何 を 伝 え た の か と い う こ と に 焦 点 を 当 て 、 社 会

教 育 の 具 体 的 な 教 育 内 容 や 、 国 家 が 望 ん で い た 国 民 の 姿 を 明 ら か に し た い 。  
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現代カンボジアの歴史教科書にみるポル・ポト政権期―継承の課題と可能性― 
キ ー ワ ー ド ： カ ン ボ ジ ア ／ 歴 史 教 科 書 ／ 犠 牲 者 ナ シ ョ ナ リ ズ ム  

 

千 田  沙 也 加 （ 日 本 学 術 振 興 会 特 別 研 究 員 （ P D） ・ 京 都 大 学 ）  

 

本 発 表 の 目 的 は 、 現 在 の カ ン ボ ジ ア に お い て 、 国 家 が 、 ポ ル ・ ポ ト 政 権 期 の 凄 惨

な 歴 史 に つ い て 学 校 教 育 を 通 し て 、 ど の よ う に 継 承 し よ う と し て い る の か を 明 ら か

に す る こ と で あ る 。 国 定 『 1 2 年 生 歴 史 教 科 書 』 と 、 カ ン ボ ジ ア 資 料 セ ン タ ー が 開 発

し た 副 教 材 『 民 主 カ ン プ チ ア の 歴 史 』 第 1 版 と 第 2 版 を 分 析 の 対 象 と し た 。  

考 察 の 結 果 、 『 1 2 年 生 歴 史 教 科 書 』 で は 、 歴 史 的 知 識 と し て 知 り 覚 え る こ と が 重

視 さ れ た が 、 『 民 主 カ ン プ チ ア の 歴 史 』 で は 、 多 く の 個 々 人 の 証 言 や ラ イ フ ヒ ス ト

リ ー が 掲 載 さ れ 、 多 様 な 解 釈 が 前 提 と さ れ て い た 。 『 1 2 年 生 歴 史 教 科 書 』 と 『 民 主

カ ン プ チ ア の 歴 史 』 第 1 版 に 共 通 し て 、 多 く の ポ ル ・ ポ ト 政 権 へ の 協 力 者 を 含 む 犠

牲 者 意 識 の 形 成 が み ら れ た 。  

最 新 の 教 材 で あ る 第 2 版 で は 、 ポ ル ・ ポ ト 政 権 期 の 過 去 に つ い て 残 虐 性 を 強 調 す

る 傾 向 や 加 害 行 為 の 具 体 化 、 国 際 的 な 視 野 で 一 般 化 す る 方 向 性 が み ら れ た 。 被 害 ・

加 害 を 曖 昧 に し た 犠 牲 者 ナ シ ョ ナ リ ズ ム か ら 、 グ ロ ー バ ル な 次 元 に 置 か れ て 照 ら し

返 さ れ る 犠 牲 者 ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 継 承 が み ら れ た 。  

 

カンボジア古典舞踊ロバム・ボランにおける舞踊継承の学校教育化と変容 
キ ー ワ ー ド ： カ ン ボ ジ ア ／ 古 典 舞 踊 ロ バ ム ・ ボ ラ ン ／ 舞 踊 継 承 の 学 校 教 育 化  

 

羽 谷  沙 織 （ 立 命 館 大 学 ）  

 

本 発 表 は 、 カ ン ボ ジ ア 古 典 舞 踊 ロ バ ム ・ ボ ラ ン （ r o b a m  b o r a n） に お け る 舞 踊 継 承

の 学 校 教 育 化 と そ の 変 容 を 考 察 す る 。  

カ ン ボ ジ ア を 代 表 す る 伝 統 文 化 の 一 つ と さ れ る ロ バ ム ・ ボ ラ ン は 、 1 0 0 0 年 以 上 の

歴 史 を 持 ち 、 神 へ の 奉 納 、 王 の 神 聖 性 を 可 視 化 す る 儀 礼 、 王 宮 貴 族 の 教 養 と し て 王

宮 の な か で 継 承 さ れ て き た が 、 カ ン ボ ジ ア 近 現 代 史 の 中 で 政 治 体 制 が 変 化 す る 度 、

舞 踊 継 承 の あ り 方 は 変 容 を 迫 ら れ て き た 。 教 育 制 度 史 学 の 視 点 か ら 舞 踊 継 承 の 変 遷

を 振 り 返 る と 、 も と も と 君 主 儀 礼 と し て 宮 廷 内 に て 執 行 、 継 承 さ れ て い た 宮 廷 舞 踊

が 3 度 の 舞 踊 制 度 改 革 に よ る 学 校 教 育 化 を 経 て 、 徐 々 に 国 民 文 化 遺 産 へ と 変 容 し て

き た と 言 う こ と が で き る 。  

1 度 目 の 舞 踊 制 度 改 革 は 、 フ ラ ン ス 植 民 地 行 政 が 学 校 教 育 化 を 進 め た 1 9 2 7 年 で あ

っ た 。2 度 目 の 改 革 は 、カ ン ボ ジ ア が 独 立 を 果 た し 近 代 国 家 の 建 設 を 目 指 す 中 で 高 等

教 育 改 革 を 進 め た 1 9 6 5 年 で あ っ た 。 3 度 目 の 改 革 は 、 反 王 政 を 取 っ た ロ ン ・ ノ ル 政

権 が シ ハ ヌ ー ク を 追 放 し 、宮 廷 舞 踊 の 解 体 に あ た っ た 1 9 7 0 年 で あ る 。本 発 表 で は 上

記 3 つ の 改 革 に 着 目 し 、 舞 踊 継 承 の 学 校 教 育 化 と そ の 変 容 に つ い て 検 討 す る 。  

 

 


